
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

第
一
条
　
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
ふ
。
）
第
八
条
の
二
の
規
定

に
よ
り
中
央
労
働
委
員
会
に
特
別
調
整
委
員
を
置
く
か
ど
う
か
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
中
央
労
働
委
員
会
の
意
見

を
聞
い
て
定
め
る
。

中
央
労
働
委
員
会
に
置
か
れ
る
特
別
調
整
委
員
の
数
は
、
使
用
者
を
代
表
す
る
者
、
労
働
者
を
代
表
す
る
者
及

び
公
益
を
代
表
す
る
者
各
五
人
を
こ
え
な
い
範
囲
内
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
中
央
労
働
委
員
会
の
同
意
を
得
て
定

め
る
。

第
一
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
い
て
中
央
労
働
委
員
会
の
使

用
者
を
代
表
す
る
特
別
調
整
委
員
又
は
労
働
者
を
代
表
す
る
特
別
調
整
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
二

以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
つ
て
組
織
を
有
す
る
使
用
者
団
体
又
は
労
働
組
合
に
対
し
て
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
、

そ
の
推
薦
が
あ
つ
た
者
の
中
か
ら
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
中
央
労
働
委
員
会
の
公
益
を
代
表

す
る
特
別
調
整
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
一
般
企
業
担
当
使
用
者
委
員

及
び
一
般
企
業
担
当
労
働
者
委
員
に
、
そ
の
任
命
し
よ
う
と
す
る
特
別
調
整
委
員
の
候
補
者
の
名
簿
を
提
示
し
て

同
意
を
求
め
、
そ
の
同
意
が
あ
つ
た
者
の
う
ち
か
ら
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
三
　
中
央
労
働
委
員
会
の
特
別
調
整
委
員
の
任
期
は
、
一
年
（
厚
生
労
働
大
臣
が
中
央
労
働
委
員
会
の
同

意
を
得
て
、
特
別
調
整
委
員
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
一
年
に
満
た
な
い
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
特

別
調
整
委
員
に
つ
い
て
は
そ
の
期
間
）
と
す
る
。
但
し
、
補
欠
の
特
別
調
整
委
員
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
在
任

す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
中
央
労
働
委
員
会
の
特
別
調
整
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い

と
認
め
た
と
き
、
又
は
特
別
調
整
委
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
特
別
調
整
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が

あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
中
央
労
働
委
員
会
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
特
別
調
整
委
員
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
一
条
の
四
　
中
央
労
働
委
員
会
の
特
別
調
整
委
員
は
、
中
央
労
働
委
員
会
の
同
意
を
得
て
中
央
労
働
委
員
会
の
会

議
（
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
委
員

会
の
公
益
委
員
の
み
が
そ
の
処
理
に
参
与
す
べ
き
事
件
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
条
の
五
　
法
第
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
中
央
労
働
委
員
会
の
特
別
調
整
委
員
が
弁
償
を
受
け
る
費
用

の
種
類
及
び
金
額
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第

一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
（
以
下
「
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
」
と
い
う
。
）
の
十
級
の
職

務
に
あ
る
者
が
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
受
け
る
旅
費
の
種
類
及
び
金
額
と
同
一
と
す
る
。

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
費
用
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条
の
六
　
第
一
条
、
第
一
条
の
三
及
び
第
一
条
の
四
の
規
定
は
、
都
道
府
県
労
働
委
員
会
に
置
か
れ
る
特
別
調

整
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
中
央
労
働
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
労
働
委

員
会
」
と
、
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
七
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
労
働
委
員

会
の
使
用
者
を
代
表
す
る
特
別
調
整
委
員
又
は
労
働
者
を
代
表
す
る
特
別
調
整
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
使
用
者
団
体
又
は
労
働
組
合
に
対
し
て
候
補
者
の
推
薦
を

求
め
、
そ
の
推
薦
が
あ
つ
た
者
の
中
か
ら
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
公
益

を
代
表
す
る
特
別
調
整
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
を
代
表
す

る
委
員
及
び
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
に
、
そ
の
任
命
し
よ
う
と
す
る
特
別
調
整
委
員
の
候
補
者
の
名
簿
を
提
示

し
て
同
意
を
求
め
、
そ
の
同
意
が
あ
つ
た
者
の
中
か
ら
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
八
　
都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
特
別
調
整
委
員
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
は
、
漏

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
九
　
法
第
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
特
別
調
整
委
員
が
弁
償
を
受
け
る

費
用
の
種
類
、
金
額
及
び
支
給
方
法
は
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条
の
十
　
法
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
十
五
条
第
三
号
の
労
働

委
員
会
の
決
議
と
す
る
。

２
　
中
央
労
働
委
員
会
が
法
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
一
般

企
業
担
当
公
益
委
員
の
う
ち
に
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
会
長
を
代
理
す
る
委
員
が
い

な
い
と
き
は
、
中
央
労
働
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
法
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
一
般
企
業
担
当
公
益
委
員
の
う

ち
か
ら
委
員
の
選
挙
に
よ
り
、
会
長
に
故
障
が
あ
る
場
合
に
同
条
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
会
長
を
代

理
す
る
委
員
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
九
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
会
長
を
代
理
す
る
委
員
は
、
法
第
八
条
の
三
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
は
会
長
を
代
理

し
な
い
。

第
一
条
の
十
一
　
法
第
九
条
の
労
働
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
争
議
行
為
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内

の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
労
働
委
員
会
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
と
し
、
そ
の
争
議
行

為
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
全
国
的
に
重
要
な
問
題
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
中
央
労
働
委
員
会
又
は
関
係
都
道
府
県
知
事
の
一
と
す
る
。

第
二
条
　
法
第
九
条
の
届
出
は
、
労
政
事
務
所
を
経
由
し
て
、
口
頭
又
は
電
話
そ
の
他
適
宜
の
方
法
で
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

法
第
九
条
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
争
議
行
為
が
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
み
に
係
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
け
た
も
の
が
都
道
府
県
労
働
委
員
会
で
あ
る
場
合
は
当
該
都
道
府
県
知
事

に
、
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
場
合
は
当
該
都
道
府
県
労
働
委
員
会
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
九
条
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
争
議
行
為
が
、
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
も
の
で
あ

る
と
き
、
又
は
全
国
的
に
重
要
な
問
題
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
け
た
も
の
が
中
央
労
働

委
員
会
で
あ
る
場
合
は
厚
生
労
働
大
臣
に
、
関
係
都
道
府
県
知
事
の
一
で
あ
る
場
合
は
厚
生
労
働
大
臣
及
び
中
央

労
働
委
員
会
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
の
二
　
労
働
争
議
の
あ
つ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁
に
関
す
る
労
働
委
員
会
の
権
限
は
、
そ
の
労
働
争
議
が
一

の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
労
働
委
員
会
が
、
そ
の
労
働
争
議
が
二

以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
中
央
労
働
委
員
会
が
全
国
的
に
重
要
な
問
題
に
係
る
も
の
で
あ

る
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
緊
急
調
整
の
決
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
中
央
労
働
委
員
会
が
行

う
。前

項
の
規
定
に
よ
り
中
央
労
働
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
特
定
の
事
件
の
処
理
に
つ
き
、
中
央
労
働
委
員
会
が

必
要
が
あ
る
と
認
め
て
関
係
都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
う
ち
そ
の
一
を
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
事
件
の
処
理

は
、
そ
の
都
道
府
県
労
働
委
員
会
が
行
う
。

第
三
条
　
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
斡
旋
員
の
指
名
、
法
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
調

停
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
停
案
の
解
釈
若
し
く
は
履
行
に
関
す
る
見
解
の
明
示
又
は
法
第
三

十
条
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
は
、
関
係
当
事
者
（
当
事
者
が
法
人
、
法
人
で
な
い
使
用
者
又
は
労
働
者
の
組

合
、
争
議
団
等
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
を
い
ふ
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
、

事
件
の
要
点
を
具
し
、
書
面
で
こ
れ
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
労
働
委
員
会
の
会
長
は
、
斡
旋
員
候
補
者
の
氏
名
、
閲
歴
等
を
適
宜
の
方
法
に
よ
り
、
労
働
関
係
の
当
事

者
に
、
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
労
働
委
員
会
は
、
斡
旋
員
候
補
者
が
、
辞
任
を
申
し
出
た
と
き
、
又
は
斡
旋
員
候
補
者
と
し
て
不
適
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
　
斡
旋
員
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
は
、
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
二
　
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
中
央
労
働
委
員
会
の
斡
旋
員
が
弁
償
を
受
け
る
費
用
の
種
類
及
び

金
額
は
、
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
の
十
級
の
職
務
に
あ
る
者
が
旅
費
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
受
け
る
旅
費
の
種
類

及
び
金
額
と
同
一
と
す
る
。

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
費
用
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
旅
費
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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第
六
条
の
三
　
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
斡
旋
員
が
弁
償
を
受
け
る
費
用
の
種

類
、
金
額
及
び
支
給
方
法
は
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
　
労
働
委
員
会
は
、
関
係
当
事
者
の
一
方
か
ら
、
法
第
十
八
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
つ
て

調
停
の
申
請
が
な
さ
れ
た
と
き
、
又
は
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
調
停
案
の
解
釈
若
し
く
は
履
行

に
関
す
る
見
解
の
明
示
の
申
請
が
な
さ
れ
た
と
き
は
他
の
関
係
当
事
者
に
、
法
第
十
八
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る

決
議
を
し
た
と
き
、
又
は
同
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
調
停
の
請
求
が
な
さ
れ
た
と
き
は
関
係
当
事
者
の
双
方

に
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
件
が
公
益
事
業
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
労
働
委
員
会
は
、
併
せ
て
、
そ

の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
法
第
十
八
条
第
五
号
の
調
停
の
請
求
は
、
そ
の
事
件
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
み
に
か
か
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
知
事
が
な
し
、
そ
の
事
件
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又

は
中
央
労
働
委
員
会
が
全
国
的
に
重
要
な
問
題
に
か
か
る
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
厚
生
労
働
大
臣
が
な

す
。厚

生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
の
職
権

は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
は
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
が
、
こ
れ

を
行
ふ
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
　
調
停
委
員
会
の
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
調
停
委
員
会
を
代
表
す
る
。

第
十
条
　
調
停
委
員
会
は
、
法
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
調
停
の
申
請
、
同
条
第
四
号
の

規
定
に
よ
る
決
議
又
は
同
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
調
停
の
請
求
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
、
十
五
日
以
内
に
調
停
案

を
作
成
し
、
十
日
以
内
の
期
限
を
附
し
て
、
関
係
当
事
者
に
、
そ
の
受
諾
を
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
二
　
仲
裁
委
員
会
の
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
仲
裁
委
員
会
を
代
表
す
る
。

第
十
条
の
三
　
法
第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
緊
急
調
整
の
決
定
の
公
表
は
、
官
報
に
告
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

ふ
。内

閣
総
理
大
臣
は
、
緊
急
調
整
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
前
項
の
公
表
の
外
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
公
衆
に
周
知
さ
せ
る
や
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
実
情
の
公
表
は
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
そ
の
他
公
衆
が
知
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
ふ
。

第
十
条
の
四
　
法
第
三
十
七
条
の
通
知
は
、
そ
の
争
議
行
為
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
み
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
労
働
委
員
会
及
び
当
該
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
争
議
行
為
が
二
以
上
の
都
道
府

県
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
又
は
全
国
的
に
重
要
な
問
題
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
中
央
労
働
委
員
会

及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
中
央
労
働
委
員
会
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
行
う
べ
き
通
知
は
、
関
係
都
道
府
県
労
働

委
員
会
又
は
関
係
都
道
府
県
知
事
の
一
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
通
知
は
、
争
議
行
為
を
な
す
日
時
及
び
場
所
並
び
に
そ
の
争
議
行
為
の
概
要
を
記
載
し
た
文
書
に
よ

つ
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
公
衆
が
知
る
こ
と
が

で
き
る
方
法
に
よ
つ
て
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
法
第
四
十
二
条
の
請
求
は
、
そ
の
違
反
行
為
の
あ
つ
た
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
決
議

に
よ
り
、
会
長
か
ら
書
面
で
検
察
官
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。

附
　
則

こ
の
勅
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
四
月
八
日
勅
令
第
一
一
八
号
）
　
抄

第
九
条
　
こ
の
勅
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
八
月
三
一
日
政
令
第
一
八
〇
号
）
　
抄

第
九
条
　
こ
の
政
令
は
、
労
働
省
設
置
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
六
月
二
九
日
政
令
第
二
三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二
三
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
政
令
第
三
二
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
一
日
政
令
第
一
七
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
一
条
の
五
及
び
第
六
条
の
二
（
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
二
九
日
政
令
第
五
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
、
労
働
組
合

法
施
行
令
及
び
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
施
行
令
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一
一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
七
日
政
令
第
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め
の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
法
の
施
行
前
に
新
潟
海
運
局
長
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可

そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定

に
よ
り
新
潟
海
運
監
理
部
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
す
。

３
　
改
正
法
の
施
行
前
に
新
潟
海
運
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い

う
。
）
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
こ
の
政
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
新
潟
海
運
監
理
部
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
六
日
政
令
第
一
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除

く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長
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中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
五
日
政
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
六
日
政
令
第
二
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
七
日
政
令
第
二
〇
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
四
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
政
令
第
三
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
労
働
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
政
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
八
日
政
令
第
二
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
国
土
交
通
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に

よ
る
改
正
前
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
従
前
の
国
の
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
関
」
と
い
う
。
）
が
し
た

認
可
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
法
の
施
行
後
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法

律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
令
」
と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
相
当
の
国
等
の
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
機
関
」
と
い
う
。
）
が
し
た
認
可
、

指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

一

国
土
交
通
大
臣
（
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
土
交
通

省
設
置
法
（
以
下
「
旧
設
置
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
十
一
号
か
ら

第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

観
光
庁
長
官

二

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会

運
輸
安
全
委
員
会

三

海
難
審
判
庁

海
難
審
判
所

四

船
員
中
央
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

中
央
労
働
委
員
会

五

船
員
中
央
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
七
号
及
び
第
九
十

八
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

交
通
政
策
審
議
会

六

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
に
係

る
事
務
（
不
当
労
働
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）

不
当
労
働
行
為
事
件
が
係
属
す
る
船
員

地
方
労
働
委
員
会
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
労
働
委
員
会

七

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
労
働
組
合
法
に
係
る
事
務
（
不
当
労
働
行
為
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

労
働
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
委
員
会

八

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に

係
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

労
働
争
議
が
発
生
し
た
地
域
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
労
働
委
員
会
（
当
該
労
働

争
議
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
中
央
労
働
委
員

会
）

九

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
に
係
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

地
方
公
営
企
業
又
は
特
定
地
方
独
立
行

政
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
委
員
会

十

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
七
号
及
び
第
九
十

八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
二
号
）
及
び
雇
用
の
分
野
に
お

け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
に
係
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

当
該
船
員
地
方
労
働
委
員
会
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監

理
部
長
を
含
む
。
）

十一

船
員
地
方
労
働
委
員
会
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九
十
七
号
及
び
第
九
十

八
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
（
十
の
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）

当
該
船
員
地
方
労
働
委
員
会
の
所
在
地

を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
運
輸
局
に
置

か
れ
る
地
方
交
通
審
議
会

十二

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
（
旧
設
置
法
第
四
条
第
九

十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

労
働
争
議
が
発
生
し
た
地
域
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
労
働
争
議
が

二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
厚
生
労
働
大
臣
）

3



２
　
旧
法
令
の
規
定
に
よ
り
旧
機
関
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
、
申
立
て
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
法
附

則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
改
正
法
の
施
行
後
は
、
新

法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
新
機
関
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
、
届
出
、
申
立
て
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
旧
法
令
の
規
定
に
よ
り
旧
機
関
に
対
し
て
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
事
項

で
、
改
正
法
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
後
は
、
こ
れ

を
、
新
法
令
の
相
当
規
定
に
よ
り
新
機
関
に
対
し
て
そ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い

て
、
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
相
当
規
定
を
適
用
す
る
。
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